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○綾瀬市奨学金条例施行規則 

昭和５５年３月２７日 

教委規則第１号 

改正 昭和５９年３月２８日教委規則第４号 

昭和６０年３月２９日教委規則第４号 

平成元年１月８日教委規則第１号 

平成元年３月３０日教委規則第４号 

平成２年３月２９日教委規則第３号 

平成１２年３月２７日教委規則第３号 

平成１４年２月２５日教委規則第３号 

平成１６年４月１日教委規則第４号 

平成２３年１月２７日教委規則第１号 

平成２４年６月２１日教委規則第３号 

平成２６年４月２日教委規則第４号 

平成２８年３月２３日教委規則第４号 

令和３年１２月２７日教委規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、綾瀬市奨学金条例（昭和５５年綾瀬市条例第９号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（平２教委規則３・一部改正） 

（定義） 

第１条の２ 条例第２条第４号に規定する「学費の支弁が困難な家庭にある者」とは、

奨学金の給付を受けようとする者が属する世帯の全ての世帯員に係る前年分の総所

得金額（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２条第２項に規定する総所得金

額をいう。）の合計額が生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１

５８号）に基づき算定した年間の最低生活費を１．２倍した額以内である者とする。 

（平２３教委規則１・追加、平２６教委規則４・令３教委規則９・一部改正） 

（給付申請手続） 

第２条 奨学金の申請は、奨学金給付申請書（第１号様式）に次の書類を添えて教育

委員会が別に定める日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、第２
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号について公簿等で確認できる場合は、当該書類の提出を省略することができる。 

(1) 在学校長の推薦書（第２号様式） 

(2) 住民票の写し（世帯全員のもの） 

(3) 世帯全員の所得を証明する書類 

(4) 借家、借間及び借地（以下「借家等」という。）の場合は、家賃、間代及び地

代の金額が確認できる書類 

（平２教委規則３・全改、平１４教委規則３・平２３教委規則１・平２４教

委規則３・平２８教委規則４・一部改正） 

（奨学金の給付期間及び決定） 

第３条 条例第３条第３項に規定する給付期間は、４月から３月までの１年間とする。

ただし、年度の途中で給付開始となる場合は、１０月から３月までの半年間とする。 

２ 奨学金給付の認定又は非認定を決定したときは、保護者に対し奨学金給付決定通

知書（第３号様式）により通知する。 

（平２３教委規則１・全改） 

（奨学金の支給方法） 

第４条 奨学金は、毎月支給するものとし、当該月の１０日までに綾瀬市財務規則（昭

和５９年綾瀬市規則第１４号）第７６条の規定による口座振替の方法により支給す

る。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りではない。 

（平１２教委規則３・平２３教委規則１・一部改正） 

（異動等の届出義務） 

第５条 奨学金の給付を受ける者（以下「奨学生」という。）が次の各号のいずれか

に該当するときは、奨学生異動等届（第４号様式）にこれを証明する書類を添えて

教育委員会に提出しなければならない。ただし、第３号について公簿等で確認でき

る場合は、証明する書類の提出を省略することができる。 

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。 

(2) 停学その他の処分を受けたとき。 

(3) 住所の異動又は氏名に変更があつたとき。 

(4) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。 

（平１２教委規則３・平１４教委規則３・平２３教委規則１・一部改正） 

（奨学金給付の休止通知） 
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第６条 条例第５条の規定により奨学金の給付を休止するときは、保護者に対し奨学

金給付休止通知書（第５号様式）により通知する。 

（平２３教委規則１・追加） 

（奨学金給付の休止解除通知） 

第７条 条例第５条の規定により奨学金の給付が休止となつた奨学生が、復学したこ

とにより奨学金の給付の休止を解除するときは、保護者に対し奨学金給付休止解除

通知書（第６号様式）により通知する。 

（平２３教委規則１・追加） 

（奨学金給付の廃止通知） 

第８条 条例第６条の規定により奨学金の給付を廃止するときは、保護者に対し奨学

金給付廃止通知書（第７号様式）により通知する。 

（平２３教委規則１・旧第６条繰下・全改） 

附 則 

この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年３月２８日教委規則第４号） 

この規則は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６０年３月２９日教委規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、現に改正前の様式が残存するときは、当分の間、これを使用

することができる。 

附 則（平成元年１月８日教委規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

附 則（平成元年３月３０日教委規則第４号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２年３月２９日教委規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

附 則（平成１２年３月２７日教委規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

附 則（平成１４年２月２５日教委規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

附 則（平成１６年４月１日教委規則第４号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年１月２７日教委規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の綾瀬市奨学金条例施行規則に基づく奨学金の給付申請その他の準備行為

は、この規則の施行の日前においても行うことができる。 

３ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

附 則（平成２４年６月２１日教委規則第３号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成２４年７月９日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

附 則（平成２６年４月２日教委規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２３日教委規則第４号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１２月２７日教委規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条の２の改正規定及び同条後

段を削る改正規定は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 
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第１号様式（第２条関係） 

（平２３教委規則１・全改、平２４教委規則３・平２８教委規則４・一部改

正） 

第２号様式（第２条関係） 

（平２教委規則３・全改、平１６教委規則４・令３教委規則９・一部改正） 

第３号様式（第３条関係） 

（平２３教委規則１・全改、平２８教委規則４・令３教委規則９・一部改正） 

第４号様式（第５条関係） 

（平２３教委規則１・旧第５号様式繰上・全改、平２４教委規則３・令３教

委規則９・一部改正） 

第５号様式（第６条関係） 

（平２３教委規則１・追加） 

第６号様式（第７条関係） 

（平２３教委規則１・追加） 

第７号様式（第８条関係） 

（平２３教委規則１・旧第６号様式繰下・全改、平２８教委規則４・令３教

委規則９・一部改正） 

 


